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実務対応報告公開草案第２号 

退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上

の取扱い（案） 
平成 14 年 2 月 28 日 

企業会計基準委員会 

 

 

目的 

 
退職給付制度間の移行又は退職給付制度の改訂等により退職給付債務が増加又は減少し

た場合の会計処理については、平成 10 年 6 月 16 日に企業会計審議会から公表されている

「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」（以下「意見書」という。）及び「退職

給付に係る会計基準」（以下「退職給付会計基準」という。）並びに日本公認会計士協会か

ら公表されている平成 13 年 12 月 10 日改正の会計制度委員会報告第 13 号「退職給付会計

に関する実務指針（中間報告）」（以下「実務指針」という。）を踏まえて、平成 14 年 1 月

31 日に企業会計基準委員会から、企業会計基準適用指針第 1 号「退職給付制度間の移行等

に関する会計処理」（以下「適用指針」という。）が公表されている。本実務対応報告では、

質問の多い点を中心に、これらの適用指針等に関連する事項について、実務上の取扱いを

明らかにすることとした。 

 

 

会計処理 
 

退職給付制度の終了の時点 

Ｑ１ 適用指針第 10 項では、退職給付制度の終了の時点で退職給付制度の終了の会計処理

を行うものとしているが、それは退職給付制度間の移行又は退職給付制度の改訂等におけ

る手続きの中では、どの時点になると考えられるか？ 

 

Ａ 適用指針第 4 項において、退職給付制度の「終了」とは、以下の場合をいうとして

いる。 

(1) 退職金規程の廃止、厚生年金基金の解散又は税制適格退職年金制度の全部解除の

ように退職給付制度が廃止される場合。 

(2) 退職給付制度間の移行又は制度の改訂により退職給付債務がその減少分相当額の

支払等を伴って減少する場合。なお、「支払等」には、以下のものが該当する。 
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① 年金資産からの支給又は分配 

② 事業主からの支払又は現金拠出額の確定 

③ 確定拠出年金制度への資産の移換 

適用指針では、退職給付制度が廃止された場合や退職給付制度に係る退職給付債務に

相当する額がすべて支払われた場合には、退職給付債務の消滅を認識し、未認識過去勤

務債務及び未認識数理計算上の差異についても、その時点で損益として認識すべきとい

う考え方を踏まえて、そのような退職給付制度の終了の会計処理を示している（第 27

項参照）。 

上記(1)のように退職給付制度が廃止された場合には、廃止日をもって事業主と従業

員の権利義務は明確に変わることとなるため、退職給付制度の終了の時点は当該廃止日

と考えられる。また、退職給付制度間の移行又は退職給付制度の改訂規程等の施行によ

って事業主と従業員の権利義務は明確に変わることとなるため、上記(2)のような場合

には当該施行日（改訂された規程や規約の適用が開始される日）が適当であると考えら

れる。なお、決算日後に廃止日又は施行日が到来する場合でも、決算日現在では退職給

付債務の数理計算が行われることに留意する。 

年金資産からの支給又は分配の場合も、支給又は分配を伴う改訂規程等の施行日が終

了の時点と考えられる。当該施行日現在では未だ年金資産は減少しておらず支払債務も

履行されていないが、通常、廃止における支給や確定拠出への移換は、現物ではなく現

金によって行われ、また、施行日から実際の支給や移換の時点までの期間は短いことか

ら、上記のような権利義務の変化に基づいて、施行日に終了の会計処理を行うことが適

当と考えられる。 

ただし、廃止日又は施行日が翌期となる場合であっても、規程等の改訂（労使の合意

の結果としての規程や規約の変更の決定及び周知）が当期中に行われ、終了損失の発生

の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができる場合には、当該終了

損失の額を当期の退職給付費用として計上し退職給付引当金を増加させる処理を行う

必要がある。 

 

 

Ｑ２ 退職給付制度の終了を伴う規程等の改訂が当期末近くに行われ、翌期首に施行され

る場合には、どの時点で退職給付制度の終了の会計処理が行われるか。 

 

Ａ 一般に、規程等の変更があった場合、過去勤務債務は改訂日現在で測定され、決算

日にはその費用処理と退職給付債務の数理計算を行うと考えられる。ただし、決算日が

改訂日から大きく離れていないなど各々の時点において数理計算を行っても、単に煩雑

となるだけであるような場合には、実務上、改訂日現在ではなく決算日現在で退職給付

債務の数理計算を行うことも許容されると考えられる。また、Ｑ１のＡのとおり、施行
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日に終了の会計処理を行うことが適当と考えられるため、翌期首である施行日に退職給

付制度の終了の会計処理を行うが、規程等の改訂が当期中に行われ、終了損失の発生の

可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができる場合には、当該終了損

失の額を当期の退職給付費用として計上し退職給付引当金を増加させる処理を行う必

要がある。 
なお、前段にしたがって当該終了損失の額を当期に処理した場合を除き、翌期首であ

る施行日に行われる退職給付制度の終了の会計処理が次期の財務諸表に与える影響額

を、当期の財務諸表に注記することが必要である。 

 

 

Ｑ３ 退職給付制度の終了の時点は、退職給付制度の終了の会計処理が適用される具体例

に対して、どのような時点と考えられるか？ 

 

Ａ 適用指針第 11 項に掲げられている例を踏まえれば、終了の時点は具体的に以下のよ

うに考えられる。 

 

 事象 時点 

(1) 退職金規程を廃止する場合 退職金規程の廃止日 

(2) 厚生年金基金制度を解散する場合 解散の日 

(3) 税制適格退職年金制度を全部解除する場合 制度の廃止日 

(4) 確定給付年金制度において、年金資産からの

分配が行われる場合 

分配を伴う改訂規程等の施行日 

(5) 確定給付年金制度の一部について確定拠出

年金制度へ資産を移換する場合 

移換を伴う改訂規程等の施行日 

(6) 退職一時金制度の一部について確定拠出年

金制度へ資産を移換する場合 

移換を伴う改訂規程の施行日 

(7) 退職一時金制度の一部を給与として支払う

方法への変更等に伴って、過去勤務期間分の

一部を支払う場合 

改訂規程の施行日 

 

また、適用指針では、大量退職における退職給付の支払等を伴う減少部分の会計処理

については、退職給付制度の一部終了に準ずるとしている（第 8 項、第 11 項(8)参照）。

Ｑ１のＡのような考え方を踏まえれば、大量退職の場合の終了の会計処理を行う時点は

従業員の退職時点と考えられるが、大量退職は一時点に生じるとは限らないことから、

大量退職となるような計画が具体的に実行されたという事実（例えば、従業員が早期退

職制度に応募したこと）に基づいて、支払等の額が合理的に算定できる時点にて行うも
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のと考えられる。 

なお、大量退職に該当しない場合や、該当するに至っていない場合であっても、大量

退職（退職給付制度の一部終了）の会計処理とは別に、早期割増退職金の費用処理は、

従業員が早期退職制度に応募し、当該金額が合理的に見積もられる時点で行われること

に留意する必要がある。 

 
 
Ｑ４ 税制適格退職年金制度における「併せ給付」や退職一時金制度を廃止した場合にお

ける退職金の分割支払の会計処理はどのように行うか？  

 
Ａ 税制適格退職年金制度において給付の減少が行われた場合、原則として、減少分

の年金資産は従業員に分配されるが、労働組合又は加入者の過半数の同意を得て、加入

者別に給付すべき額及び退職時に給付することを年金規程の附則に明記した場合には、

年金資産の分配を退職時に本来の給付と併せて行うことができる（これは、併せ給付と

呼ばれている。）。この場合、給付の減少が行われることにより個人毎に支払額が算定さ

れ分配される額が確定したものと考えられるため、改訂規程等の施行日で終了の処理を

行い終了損益を計上するが、当該併せ給付部分に対応する権利義務は新たな退職給付制

度における年金資産と退職給付債務として取り扱うことが適当であると考えられる。こ

れは、給付の減少が行われた後、当該併せ給付部分は移行前とは大きく異なるものと考

えて処理することが実態に即しているものと考えられることによる（適用指針第 24 項

ただし書き参照）。 

また、退職一時金制度を廃止した場合には終了に該当する（適用指針第 4 項参照）こ

とから、廃止による退職金の支払を分割して行う場合でも、退職金規程の廃止日に退職

給付制度の終了の会計処理を行うこととなる。この際、支払予定額は、未払金として計

上することとなる。ただし、退職一時金制度を廃止するが、過去勤務に係る部分を依然

として退職時に支払うこととしているときには、前段の併せ給付の場合と同様に、廃止

日で終了の処理を行うが、当該支払予定に対応する権利義務は引き続き退職給付引当金

として取り扱うことが適当であると考えられる。 

 
 
Ｑ５ 確定給付年金制度を変更し、年金受給者等に対して支払うべき年金資産を閉鎖型年

金とし、それ以外の年金資産は在籍する従業員に分配する一方、年金資産が不足する分を

退職一時金制度に移行するような場合の会計処理はどのように行うか？  

 
A 閉鎖型年金に移行する部分はＱ４の併せ給付の場合と同様の処理を行うことが妥当

と考えられる。また、在籍する従業員に年金資産を分配する分は終了部分に該当するた
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め、当該制度変更の規程等の施行日に、終了の会計処理を行う必要があり、退職一時金

制度に移行した分は、原則として終了部分に該当しない（適用指針第 6 項参照）と考え

られる。 

なお、実務上、移行に係る事務手続きに相当の期間を要する等の理由により、移行部

分に該当する退職給付債務の額や支払予定額が正確には確定しない場合もあるが、この

場合でも見積金額によって処理する必要があることに留意する。 

 
 
退職給付債務の増額又は減額の測定時点 

Ｑ６ 退職給付制度間の移行による退職給付債務の増額又は減額は、規程等の改訂日現在

で測定することになるか。 

 

Ａ 退職給付制度が改訂された場合には、ただちに退職給付債務の数理計算に反映させる

べきであることから、過去勤務債務は規程等の改訂日（労使の合意の結果、規程や規約

の変更が決定され周知された日）現在で測定されることが適当であると考えられている。

このため、退職給付制度間の移行による退職給付債務の増額又は減額の測定についても、

改訂日で行う。もっとも、Ｑ２のＡのただし書きのように、決算日が改訂日から大きく

離れていないなど各々の時点において数理計算を行っても、単に煩雑となるだけである

ような場合には、実務上、改訂日現在ではなく決算日現在で退職給付債務の数理計算を

行うことも許容されると考えられる。 
また、退職給付債務の大幅な減額（適用指針第 32 項参照）も過去勤務債務に該当す

るため、一時に損益に計上する場合でも毎期費用処理する場合でも、同様に、規程等の

改訂日現在で測定される。 

 

 
確定拠出年金制度における会計処理及び開示 
Ｑ７ 確定拠出年金制度における会計処理及び開示は具体的にどのように行うか？ 

 

Ａ 適用指針第 19 項において、「確定拠出年金制度の会計処理は、将来の退職給付につ

いて拠出以後に追加的な負担が生じないため、当該制度に基づく要拠出額をもって費用

処理することが適当であると考えられる（意見書 三 3(2)参照）。」としている。 

この場合、当該費用は「退職給付費用」として計上し退職給付費用の内訳の「その他」

（退職給付基準 六 2(2)⑥、財務諸表等規則第 8条の 13 第 1 項第 3 号、連結財務諸表等

規則第 15 条の 8 参照）として注記することが妥当と考えられる。また、当該制度に基

づく要拠出額をもって費用処理するため、発生しているもののうち未拠出の額は、未払

金として計上するものと考えられる。 



 

6 
(財)財務会計基準機構の許可なく複写・転載等を禁じます。 

 
 
経過措置 
Ｑ８ 退職一時金制度から確定拠出年金制度へ全部又は一部移行するときに経過措置（適

用指針第 15 項）を適用した結果、退職給付引当金が借方残高となった場合、どのように会

計処理を行うか？ 

 

Ａ 経過措置を適用した結果、退職給付引当金が借方残高となった場合には、未払金に計

上した分割拠出の額と相殺表示することなく、前払年金費用として資産に計上することと

なる（設例参照）。 

 
以上 


